
【全畜種】

精液・受精卵の譲渡(有償・無償)は

家畜人工授精所の開設許可が必要です！

【問合せ先（電話番号）】

千葉県農林水産部畜産課（０４３－２２３－２９３９）

千葉県中央家畜保健衛生所（０４３－２５０－４１４１）

千葉県東部家畜保健衛生所（０４７５－５２－４１０１）

千葉県南部家畜保健衛生所（０４－７０９２－２３０４）

千葉県北部家畜保健衛生所（０４７８－５４－１２９１）

家畜人工授精所

(遺伝資源供給者,

家畜改良事業団等)

受精卵

農家Ａ

凍結精液

利用に関する譲渡契約約款の締結

開設
許可証

農家B

●届け出内容の変更による書換交付

●毀損,紛失等による再交付

⇒家畜保健衛生所へ届出

農家C

家畜人工授精所の開設許可がないB

利用に関する譲渡契約約款の締結

【年1回報告が必要なこと】

○家畜人工授精所の運営状況

○種付け等に係る届出

AからBへ

譲渡可

【背景】平成３０年に発生した中国への和牛精液・受精卵の不正輸出事案を契機に、

和牛遺伝資源の流通管理を徹底すべきとの社会的要請が高まったことを受け、

家畜改良増殖法が一部改正され、令和２年１０月１日から施行されます。

譲

渡

禁

止

ほら,やるよ
Ａさん Ｂさん＃＄％,くれよ

家畜人工授精所で保存していない精液や受精卵の譲渡は禁止されています。

Ａさんは、家畜人工授精所の開設許可申請をしてください！！

開設許可を受けると、精液や受精卵の譲渡が可能となります。

家畜人工授精所の開設許可がないCBからCへの譲渡禁止

同意書
約款

開設許可がない 受精卵

Ａさん

Ｂさん

【開設許可のない農家Bが農家Cへ譲渡する場合】★農家Ｂは、人工授精所の開設許可が必要新規申請⇒家畜保健衛生所へ届出★農家Bと農家Cの間で譲渡契約約款の締結を行ってください。

☆農家間売買は です

☆対象畜種は です

※自己利用の場合、家畜人工授精所の開設許可は不要

ボンベは衛生的な環境で管理

備置き
そなえおき

同意書

約款


